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合
す
る
方
は
、
そ
の
方
の
申
請

に
よ
り
滞
納
処
分
に
よ
る
財
産

の
換
価
を
猶
予
す
る
こ
と
が
で

き
る
こ
と
と
し
ま
す
。
な
お
、

そ
の
猶
予
に
係
る
徴
収
金
の
納

付
方
法
や
申
請
書
類
等
に
つ
い

て
は
徴
収
の
猶
予
と
同
様
の
も

の
と
す
る
こ
と
を
定
め
ま
し
た
。

　

ま
た
、
担
保
の
徴
収
不
要
の

規
定
の
整
備
を
行
い
ま
す
。

●
総
務
委
員
会
で
の
主
な
質
疑

問　

今
回
、
新
設
さ
れ
た
申
請

に
よ
る
換
価
の
猶
予
制
度
と
は
、

督
促
状
が
出
る
前
に
、
滞
納
者

自
ら
が
申
請
を
す
る
と
い
う
制

度
な
の
か
。

答　

督
促
状
が
出
る
前
に
、
申

請
が
可
能
と
な
る
制
度
と
な
っ

て
い
ま
す
。

問　

現
在
、
ど
の
程
度
滞
納
者

が
い
る
の
か
。

答　

平
成
27
年
10
月
30
日
現
在

で
、
６
１
３
６
人
で
す
。

●
国
民
健
康
保
険
税
条
例
の

　

一
部
改
正

（
第
91
号
議
案
）

　

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の

個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号

の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
の
施

行
に
伴
い
、
国
民
健
康
保
険
税

減
免
申
請
書
の
記
載
事
項
に
、

個
人
番
号
を
追
加
す
る
も
の
で

す
。

●
文
教
委
員
会
で
の
主
な
質
疑

問　

市
民
の
メ
リ
ッ
ト
は
、
ど

の
よ
う
な
も
の
か
。

答　

所
得
等
に
関
す
る
情
報
が

把
握
し
や
す
く
な
る
た
め
、
減

免
事
務
の
簡
素
化
及
び
不
正
な

申
請
の
防
止
に
な
り
ま
す
。

問　

火
災
な
ど
で
個
人
番
号
を

記
載
で
き
な
い
人
は
ど
う
す
る

の
か
。

答　

個
人
番
号
が
わ
か
ら
な
い

場
合
で
も
、
申
請
書
は
受
理
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

問　

個
人
番
号
記
載
時
に
漏
え

い
し
な
い
た
め
の
対
策
は
。

答　

窓
口
で
の
漏
え
い
防
止
策

と
し
て
は
、
隣
の
方
か
ら
見
え

な
い
よ
う
に
、
つ
い
立
を
設
置

し
ま
す
。

問　

個
人
番
号
を
有
し
な
い
者

と
は
、
ど
の
よ
う
な
方
を
想
定

し
て
い
る
の
か
。

答　

例
え
ば
、
出
生
届
が
提
出

さ
れ
て
い
な
い
子
供
も
国
民
健

康
保
険
証
を
交
付
さ
れ
ま
す
が
、

住
民
登
録
が
な
い
た
め
個
人
番

号
の
登
録
が
あ
り
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
海
外
か
ら
帰
国
さ
れ

た
方
は
、
国
か
ら
の
通
知
が
１

カ
月
ほ
ど
か
か
る
た
め
、
個
人

番
号
が
す
ぐ
に
確
認
で
き
ま
せ

ん
。

●
本
会
議
で
の
主
な
論
点

賛
成
国
民
健
康
保
険
税
の
減
免

申
請
書
の
記
載
事
項
に
個
人
番

号
を
追
加
す
る
も
の
で
、
国
民

健
康
保
険
に
関
す
る
事
務
を

行
っ
て
い
く
う
え
で
、
必
要
な

改
正
で
あ
る
。

反
対
市
は
個
人
番
号
を
記
載
し

な
く
て
も
書
類
を
受
け
取
る
と

答
え
て
い
る
が
、
弱
者
を
対
象

に
し
て
い
る
事
務
で
は
書
か
な

い
と
は
言
い
に
く
い
。
個
人
情

報
の
漏
え
い
が
現
実
的
な
も
の

と
な
り
改
正
に
反
対
で
あ
る
。

そ
の
他
の
議
案

●
指
定
管
理
者
の
指
定

（
第
92
～
106
号
議
案
）

　

平
成
28
年
４
月
１
日
か
ら
施

設
を
管
理
す
る
指
定
管
理
者
と

指
定
の
期
間
は
下
の
表
の
と
お

り
で
す
。

指定管理者が決まった蒲郡公民館

施設名 指定管理者 指定の
期間

南部市民センター 蒲郡市南部市民センター
管理委員会 １年

竹島駐車場 蒲郡観光協会 ５年

塩柄駐車場 西浦観光協会 ５年

形原温泉駐車場 形原観光協会 ５年

蒲郡公民館 蒲郡市蒲郡公民館管理 
運営委員会 ５年

小江公民館 蒲郡市小江公民館管理 
運営委員会 ５年

東部公民館 蒲郡市東部公民館管理 
運営委員会 ５年

北部公民館 蒲郡市北部公民館管理 
運営委員会 ５年

西部公民館 蒲郡市西部公民館管理 
運営委員会 ５年

三谷公民館 蒲郡市三谷公民館管理 
運営委員会 ５年

施設名 指定管理者 指定の
期間

塩津公民館 蒲郡市塩津公民館管理 
運営委員会 ５年

大塚公民館 蒲郡市大塚公民館管理 
運営委員会 ５年

形原公民館 蒲郡市形原公民館管理 
運営委員会 ５年

西浦公民館 蒲郡市西浦公民館管理 
運営委員会 ５年

市民体育センター
三 谷 グ ラ ウ ン ド
形原テニスコート
明 柄 グ ラ ウ ン ド
犬 口 グ ラ ウ ン ド
南明柄グラウンド
浜町テニスコート
金平テニスコート

日本環境マネジメント 
株式会社 ３年

■ 指定管理者の決まった22施設


